
 

 
同時発表：関東運輸局 

 

令 和 ５ 年 １ 月 ２ ６ 日 

総合政策局運輸審議会審理室 
 

京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 

上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要について 

  

 運輸審議会は、標記事案の審議に当たり実施することとしていた公聴会につい

て、令和５年３月７日（火）に東京都で開催することを決定しました。 

 

運輸審議会は、令和５年１月１８日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事

案を審議するに当たり、一般公述人の様々な意見をお聴きする観点から、公聴会を開催

することを職権で決定した旨を１月１９日付けでお知らせしておりますが、このほど、

その開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しまし

た。資料１ 

 

なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は令和５年２月２１日（火）に改めてお知らせ

する予定です。 

 

○運輸審議会について 

運輸審議会は国家行政組織法第８条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣

の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から

各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 

公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申

後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 

 

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 

総合政策局運輸審議会審理室  宮田、廣井 

（直 通）03-5253-8810 

[旅客運賃の上限変更の認可申請に関する問合せ先] 

鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 尾﨑、石垣 

（代表）03-5253-8111（内線 40652,40634） 

（直通）03-5253-8543 



 

資料１ 

 

 

京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 

上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要 

 

 

令和５年１月１８日付けで国土交通大臣から諮問された標記事案について、当審

議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。 

 

記 

 

１．日時・場所 

日時：令和５年３月７日（火）午後１時から 

場所：中央合同庁舎第４号館 共用４０８会議室 

（東京都千代田区霞が関３－１－１） 

 

２．事案の要旨 

事 案 番 号：令５第４００１号 

事案の種類：鉄道の旅客運賃の上限変更認可 

申 請 者：京浜急行電鉄株式会社 

事案の内容：資料２参照 

 

３．開催内容（予定） 

・申請者からの申請事案の内容の説明 

・一般公述人による公述 

・運輸審議会委員からの申請者に対する質問 

※当日の進行予定は令和５年２月２１日（火）にお知らせする予定です。 

 

４．一般公述・傍聴 

・一般公述 １０人以内（１人１５分以内） 

・傍  聴 ６０人以内 

 

５．公述の申出 

（１）公述しようとする方は、公述申込書（５．（２）を参照してください。）及び公

述書（様式は任意ですが、できる限り日本産業規格Ａ４用紙を使用してください。）

各１部を期限までに以下宛先まで提出してください。 

期限：令和５年２月９日（木）正午 必着 

宛先：〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

中央合同庁舎第４号館３階 国土交通省運輸審議会 



 

（２）公述申込書は、別紙様式例の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙様式例

に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名（振

り仮名を付してください。）、住所、職業、年令（法人・団体等の場合にあっては、

その名称及び所在地並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏

名（振り仮名を付してください。）、職名及び年令）及び事案に対する賛否並びに

利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、

勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。 

 

（３）公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと

規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及

び公述しようとする内容を具体的に記載してください。 

 

（４）議事の整理上、一般公述人の人数は、１０人以内とし、また、１人の公述時間

は１５分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平に

なるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、

本人あて通知するとともに、その氏名を令和５年２月２１日（火）午後２時から

運輸審議会公聴会のホームページに掲載し、運輸審議会及び関東運輸局の掲示板

に掲示する予定です。 

（掲載予定 URL：https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html） 

 

（５）公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。 

 

６．傍聴の申込み 

（１）傍聴を希望される方は、郵便往復はがきに、住所、氏名、年令及び「京浜急行

電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案に関する公聴会の

傍聴を希望する」旨を記入するとともに返信用はがきにあて先を必ず明記した上、

期限までに以下宛先までお申込みください（ただし、１人１通に限ります。）。 

期限：令和５年２月９日（木）正午 必着 

宛先：〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

中央合同庁舎第４号館３階 国土交通省運輸審議会 

 

（２）傍聴人の人数は６０人以内とし、申込者多数の場合は、第三者の立会いによる

抽選により選定します。 

 

（３）傍聴券は、令和５年２月２１日（火）に発送する予定です。 

 

７．申請書その他の関係書類の閲覧場所 

当該事案の申請書その他の関係書類については、令和５年１月２６日（木）から、

公述申込書及び公述書等に係る文書（一般公述の申出があった場合に限ります）に

ついては、個人宅の住所、電話番号等を黒塗りした上で、令和５年２月１３日（月）



 

からそれぞれ運輸審議会公聴会のホームページで公開するとともに、令和５年３月 

６日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除き毎日午前１０時から午後５時まで）、

運輸審議会及び関東運輸局にて閲覧に供します。 

 

８．公聴会の運営 

公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。 

 

９．取材申込み方法 

公聴会当日の取材要領については令和５年２月２１日（火）にお知らせする予定

です。 

 

10. 開催の取消 

５．（１）記載の期日までに一般公述の申出がなかった場合など、公聴会の開催を

取り消す場合があります。その場合には、改めてお知らせします。 

 

11．その他 

その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室（０３－ 

５２５３－８８１０）にお問い合わせください。 
 



 

資料２ 

 

 

○国土交通省告示第２７号 

 

 運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第１５条第１項の規定に

より、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。 

 

令和５年１月１９日 

 

                                          国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

 

事 案 番 号 令５第４００１号 

事案の種類 鉄道の旅客運賃の上限変更認可 

申請事業者 京浜急行電鉄鉄道株式会社 

事案の内容 すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。 

１ 鉄道の普通旅客運賃 

  現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 

 

１円単位運賃 

３キロメートルまで１５０円、３キロメートルを超え６キロメ

ートルまで１８０円、６キロメートルを超え１０キロメートル

まで２２８円、１０キロメートルを超え１５キロメートルまで

２７７円、１５キロメートルを超え２０キロメートルまで３１

３円、２０キロメートルを超え２５キロメートルまで３４７

円、２５キロメートルを超え３０キロメートルまで４０３円、

３０キロメートルを超え３５キロメートルまで４５５円、３５

キロメートルを超え４０キロメートルまで５１０円、４０キロ

メートルを超え４５キロメートルまで５６６円、４５キロメー

トルを超え５０キロメートルまで６２０円、５０キロメートル

を超え５５キロメートルまで６６７円、５５キロメートルを超

え６０キロメートルまで７１０円、６０キロメートルを超え６

５キロメートルまで７４０円、６５キロメートルを超え６７キ

ロメートルまで７４０円 

 

１０円単位運賃 

３キロメートルまで１５０円、３キロメートルを超え６キロメ

ートルまで１８０円、６キロメートルを超え１０キロメートル

まで２３０円、１０キロメートルを超え１５キロメートルまで



 

２８０円、１５キロメートルを超え２０キロメートルまで３２

０円、２０キロメートルを超え２５キロメートルまで３５０

円、２５キロメートルを超え３０キロメートルまで４１０円、

３０キロメートルを超え３５キロメートルまで４６０円、３５

キロメートルを超え４０キロメートルまで５１０円、４０キロ

メートルを超え４５キロメートルまで５７０円、４５キロメー

トルを超え５０キロメートルまで６２０円、５０キロメートル

を超え５５キロメートルまで６７０円、５５キロメートルを超

え６０キロメートルまで７１０円、６０キロメートルを超え６

５キロメートルまで７４０円、６５キロメートルを超え６７キ

ロメートルまで７４０円 

 

２ 鉄道の定期旅客運賃 

現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 

 

通勤定期旅客運賃（１か月） 

１キロメートルまで４，９５０円、１キロメートルを超え２キ

ロメートルまで５，４９０円、２キロメートルを超え３キロメ

ートルまで６，０２０円、３キロメートルを超え４キロメート

ルまで６，５５０円、４キロメートルを超え５キロメートルま

で６，９８０円、５キロメートルを超え６キロメートルまで７，

４３０円、６キロメートルを超え７キロメートルまで７，８６

０円、７キロメートルを超え８キロメートルまで８，２９０円、

８キロメートルを超え９キロメートルまで８，７３０円、９キ

ロメートルを超え１０キロメートルまで９，１６０円、１０キ

ロメートルを超え１１キロメートルまで９，５９０円、１１キ

ロメートルを超え１２キロメートルまで９，９４０円、１２キ

ロメートルを超え１３キロメートルまで１０，２８０円、１３

キロメートルを超え１４キロメートルまで１０，６２０円、１

４キロメートルを超え１５キロメートルまで１０，９６０円、

１５キロメートルを超え１６キロメートルまで１１，２８０

円、１６キロメートルを超え１７キロメートルまで１１，６１

０円、１７キロメートルを超え１８キロメートルまで１１，９

２０円、１８キロメートルを超え１９キロメートルまで１２，

２３０円、１９キロメートルを超え２０キロメートルまで１

２，５４０円、２０キロメートルを超え２１キロメートルまで

１２，８５０円、２１キロメートルを超え２２キロメートルま

で１３，１００円、２２キロメートルを超え２３キロメートル

まで１３，３５０円、２３キロメートルを超え２４キロメート

ルまで１３，６００円、２４キロメートルを超え２５キロメー



 

トルまで１３，８５０円、２５キロメートルを超え２６キロメ

ートルまで１４，１００円、２６キロメートルを超え２７キロ

メートルまで１４，３２０円、２７キロメートルを超え２８キ

ロメートルまで１４，５４０円、２８キロメートルを超え２９

キロメートルまで１４，７６０円、２９キロメートルを超え３

０キロメートルまで１４，９８０円、３０キロメートルを超え

３１キロメートルまで１５，２００円、３１キロメートルを超

え３２キロメートルまで１５，４００円、３２キロメートルを

超え３３キロメートルまで１５，６００円、３３キロメートル

を超え３４キロメートルまで１５，８００円、３４キロメート

ルを超え３５キロメートルまで１６，０００円、３５キロメー

トルを超え３６キロメートルまで１６，２００円、３６キロメ

ートルを超え３７キロメートルまで１６，３９０円、３７キロ

メートルを超え３８キロメートルまで１６，５８０円、３８キ

ロメートルを超え３９キロメートルまで１６，７７０円、３９

キロメートルを超え４０キロメートルまで１６，９６０円、４

０キロメートルを超え４１キロメートルまで１７，１５０円、

４１キロメートルを超え４２キロメートルまで１７，３３０

円、４２キロメートルを超え４３キロメートルまで１７，５１

０円、４３キロメートルを超え４４キロメートルまで１７，６

９０円、４４キロメートルを超え４５キロメートルまで１７，

８７０円、４５キロメートルを超え４６キロメートルまで１

８，０５０円、４６キロメートルを超え４７キロメートルまで

１８，２２０円、４７キロメートルを超え４８キロメートルま

で１８，３９０円、４８キロメートルを超え４９キロメートル

まで１８，５６０円、４９キロメートルを超え５０キロメート

ルまで１８，７３０円、５０キロメートルを超え５１キロメー

トルまで１８，９００円、５１キロメートルを超え５２キロメ

ートルまで１９，０５０円、５２キロメートルを超え５３キロ

メートルまで１９，２００円、５３キロメートルを超え５４キ

ロメートルまで１９，３５０円、５４キロメートルを超え５５

キロメートルまで１９，５００円、５５キロメートルを超え５

６キロメートルまで１９，６５０円、５６キロメートルを超え

５７キロメートルまで１９，７７０円、５７キロメートルを超

え５８キロメートルまで１９，８９０円、５８キロメートルを

超え５９キロメートルまで２０，０１０円、５９キロメートル

を超え６０キロメートルまで２０，１３０円、６０キロメート

ルを超え６１キロメートルまで２０，２５０円、６１キロメー

トルを超え６２キロメートルまで２０，３５０円、６２キロメ

ートルを超え６３キロメートルまで２０，４５０円、６３キロ



 

メートルを超え６４キロメートルまで２０，５５０円、６４キ

ロメートルを超え６５キロメートルまで２０，６５０円、６５

キロメートルを超え６６キロメートルまで２０，７５０円、６

６キロメートルを超え６７キロメートルまで２０，８５０円 

 

通学定期旅客運賃（１か月） 

現行の運賃の上限を据え置きとする。 

 

 


